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丹波篠山市公契約条例新旧対照表 

現行 改正案 

（下請等契約の適正化） （下請等契約の適正化） 

第２２条 受注者等は、下請等契約を締結するに当たっては、公契

約に係る業務の適正な履行及びその質並びに公契約に係る業務に

従事する労働者の適正な労働環境を確保するため、自己が当該下

請等契約の相手方と対等な立場にあることを認識し、下請代金支

払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号）その他の法令を遵

守し、当該下請等契約の内容を適正なものとしなければならな

い。 

第２２条 受注者等は、下請等契約を締結するに当たっては、公契

約に係る業務の適正な履行及びその質並びに公契約に係る業務に

従事する労働者の適正な労働環境を確保するため、自己が当該下

請等契約の相手方と対等な立場にあることを認識し、製造委託等

に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関す

る法律（昭和３１年法律第１２０号）その他の法令を遵守し、当

該下請等契約の内容を適正なものとしなければならない。 
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丹波伝統工芸公園立杭陶の郷の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（業務） （業務） 

第３条 陶の郷は、次に掲げる業務を行う。 第３条 陶の郷は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 丹波焼の文化的価値、歴史等を来訪者に示し、理解を深める

こと。 

(2) 来訪者及び地域関係者の交流を促進すること。

(1) （略） (3) （略）

(2) （略） (4) （略）

(3) （略） (5) （略）

(4) （略） (6) （略）

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

１ 入園料 

区分 入園料（一人当 

たり） 

備考 

個人 団体 

小学生 

中学生 

５０円 ５０円 １ ２０人以上を団体とする。 

２ 身体障害者手帳、療育手帳及び精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る者の入園料は半額とする。（団体を

除く。） 

大人 ２００

円 

１６０

円 

区分 利用料金（一人当た 

り） 

備考 

個人 団体 

地域民芸

品等保存

伝習施設 

小学生 

中学生 

２００円 ２００円 １ ２０人以上を団

体とする。 

２ 身体障害者手

帳、療育手帳及び

精神障害者保健福

祉手帳の交付を受

大人 ８００円 ６４０円 
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けている者（団体

を除く。）の利用

料金は半額とす

る。 

２ 伝習会館利用料金 

室名 金額 備考 

大研修室 １，０５０円／時

間 

冷暖房を使用する場合

は、時間当たり２１０円

を加算する。 中研修室（洋） ４２０円／時間 

中研修室（和） 

３ 観光物産センター利用料金 

室名 金額 備考 

展示即売室 ３００円／m２ １年を単位とする。 
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丹波篠山市下水道条例新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正案 

別表（第１条の２関係） 別表（第１条の２関係） 

事業名 名称 位置 処理対象区域 

(1) 公共下

水道事業 

（略） （略） （略） 

住吉浄化

センター

丹波篠山市西

吹字小島ノ坪

３９４番地 

東吹、吹新、網掛、東古佐、

西吹、西古佐、味間奥、味

間北、味間南、味間新、中

野、大沢、大沢一丁目、大

沢二丁目、大沢新、杉、住

吉台、宇土、岩崎の内市長

が定める区域、矢代新、南

矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬 

(2) 特定環

境保全公

共下水道

事業 

西紀中央

浄化セン

ター

丹波篠山市黒

田字ヲノ坪６

０４番地 

黒田、川北新田の内市長が

定める区域、西阪本、東木

之部、西木之部、川西、高

屋、宮田、下板井、上板井、

小坂、市山、乗竹、打坂 

（略） （略） （略） 

事業名 名称 位置 処理対象区域 

(1) 公共下

水道事業 

（略） （略） （略） 

住吉浄化

センター

丹波篠山市西

吹字小島ノ坪

３９４番地 

東吹、吹新、網掛、東古佐、

西吹、西古佐、味間奥、味

間北、味間南、味間新、中

野、大沢、大沢一丁目、大

沢二丁目、大沢新、杉、住

吉台、宇土、岩崎の内市長

が定める区域、矢代新、南

矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬 

(2) 特定環

境保全公

共下水道

事業 

西紀中央

浄化セン

ター

丹波篠山市黒

田字ヲノ坪６

０４番地 

黒田、川北新田の内市長が

定める区域、口阪本の内市

長が定める区域、西阪本、

西谷の内市長が定める区

域、河内台、東木之部、西

木之部、川西、高屋、宮田、

下板井、上板井、小坂、市

山、乗竹、打坂 

（略） （略） （略） 
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丹波篠山市下水道事業新規加入金徴収条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

附 則 附 則 

４ 令和８年１月１日から令和８年１２月３１日までの間、西紀中央

処理区のうち、口阪本の内市長が定める区域、西谷の内市長が定め

る区域及び河内台の区域に係る第３条による別表の規定の適用につ

いては、同表中「４０９，０００円」とあるのは「１４０，０００

円」とする。 
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丹波篠山市火災予防条例新旧対照表 

現行 改正案 

目次 

第１章～第３章 （略） 

第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２

９条の２―第２９条の７） 

第４章～第７章 （略） 

附則 

（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第２９条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用に

ついては、次の各号に定めるところによらなければならない。 

⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。

⑵ 煙火を消費しないこと。

⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附

近で喫煙をしないこと。 

⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認

めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。 

⑹ 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。 

⑺ 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行

目次 

第１章～第３章 （略） 

第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２

９条の２―第２９条の７） 

第３章の３ 林野火災の予防（第２９条の８・第２９条の９） 

第４章～第７章 （略） 

附則 

（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第２９条 火災に関する警報（法第２２条第３項に規定する火災に関

する警報をいう。以下同じ。）が発せられた場合における火の使用

については、次の各号に定めるところによらなければならない。 

⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。

⑵ 煙火を消費しないこと。

⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附

近で喫煙をしないこと。 

⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認

めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。 

⑹ 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。 

（削除） 
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なうこと。 

 （屋外催しに係る防火管理） 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを主催する者は、同項の指定を

受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催す

る日の１４日前までに（当該指定催しを開催する日の１４日前の日

以後に同項の指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後

第３章の３ 林野火災の予防 

（林野火災に関する注意報） 

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以

下「林野火災」という。）の予防上注意を要すると認めるときは、

林野火災に関する注意報を発することができる。 

２ 前項の注意報が発せられたときは、当該注意報が解除されるまで

の間、市の区域内に在る者は、第２９条各号に定める火の使用の制

限に従うよう努めなければならない。 

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による

火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することがで

きる。 

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中におけ

る火の使用の制限） 

第２９条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警

報を発したときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第２９条

各号に定める火の使用の制限の対象となる区域を指定することが

できる。 

（屋外催しに係る防火管理） 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを主催する者は、同項の指定を

受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催す

る日の１４日前までに（当該指定催しを開催する日の１４日前の日

以後に同項の指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後
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遅滞なく）次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を

作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければなら

ない。 

⑴～⑵ （略）

⑶ 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台そ

の他これらに類するもの（第４５条において「露店等」という。）

及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。 

⑷～⑹ （略）

２ （略） 

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出） 

第４５条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、

その旨を消防長に届け出なければならない。 

⑴ 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

⑵ 煙火（がん具用煙火を除く。）の打上げ又は仕掛け

⑶ 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他

の催物の開催 

⑷ 水道の断水又は減水

⑸ 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道

路工事 

⑹ 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催

しに際して行う露店等の開設（対象火気器具等を使用する場合に

限る。） 

遅滞なく）次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を

作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければなら

ない。 

⑴～⑵ （略）

⑶ 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台そ

の他これらに類するもの（第４５条第１項において「露店等」と

いう。）及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。 

⑷～⑹ （略）

２ （略） 

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出） 

第４５条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、

その旨を消防長に届け出なければならない。 

⑴ 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為（た

き火を含む。） 

⑵ 煙火（がん具用煙火を除く。）の打上げ又は仕掛け

⑶ 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他

の催物の開催 

⑷ 水道の断水又は減水

⑸ 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道

路工事 

⑹ 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催

しに際して行う露店等の開設（対象火気器具等を使用する場合に

限る。） 
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２ 消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対

象となる期間及び区域を指定することができる。 
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丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 報酬の額 

（略） （略） （略） 

保育園・学校関係

の非常勤の特別

職 

学校医・学

校歯科医 

年額 

基礎額 ２００，０００円（幼稚園に

あっては１００，０００円、認定こど

も園にあっては１７３，０００円） 

園児、児童、生徒１人につき ３００

円（特別支援学校にあっては、５００

円） 

保育園嘱託

医・保育園

嘱託歯科医 

年額 

基礎額 ７３，０００円 

園児１人につき ３００円 

学校薬剤師 年額 

基礎額 ３１，０００円 

園児、児童、生徒１人につき ３００

円 

幼稚園長 月額 １６，０００円 

幼稚園教頭 〃  ８，０００円 

（略） （略） （略） 

区分 報酬の額 

（略） （略） （略） 

保育園・学校関係

の非常勤の特別

職 

学校医・学

校歯科医 

年額 

基礎額 ２００，０００円（幼稚園に

あっては１００，０００円、認定こど

も園にあっては１７３，０００円） 

園児、児童、生徒１人につき ３００

円（特別支援学校にあっては、５００

円） 

保育園嘱託

医・保育園

嘱託歯科医 

年額 

基礎額 ７３，０００円 

園児１人につき ３００円 

学校薬剤師 年額 

学校１校につき ７４，０００円 

幼稚園１園につき ３７，０００円 

認定こども園１園につき ６４，００

０円 

幼稚園長 月額 １６，０００円 

幼稚園教頭 〃  ８，０００円 

（略） （略） （略） 
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丹波篠山市立特別支援学校の設置に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表 別表 

名称 位置 

丹波篠山市立篠山養護学校 丹波篠山市沢田１２０番地の１ 
 

名称 位置 

丹波篠山市立ささやま支援学校 丹波篠山市沢田１２０番地の１ 
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丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正案 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子ど

もに対し、児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為その他当

該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子ど

もに対し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認

定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こ

ども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育

施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第２項において準用

する認定こども園法第２７条の２第１項各号）に掲げる行為その

他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

丹波篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第

３３条の１０各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第

３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心

身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 
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２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所

等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開始

前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼

児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認

められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わな

いことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児

童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握

しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左

欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。

同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」とい

う。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表

の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められる

ときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことが

できる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同

表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 

 児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」とい

う。）の利用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断 

乳幼児に対する健康診断 利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断 
 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（職員） （職員） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育

者をいう。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する都道

府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士又は

保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であっ

て、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育

者をいう。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士（法第１

８条の２７第１項に規定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共

団体」という。）の区域にある家庭的保育事業を行う場所にあって

は、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９
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に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。））又

は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であっ

て、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第２９条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を

置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規

模保育事業所A型又は第１６条第１項の規定により搬入施設から食

事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かない

ことができる。 

第２９条 小規模保育事業所A型には、保育士（認定地方公共団体の

区域内にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士又は当該

認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同

じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調

理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第１６条第１項

の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型に

あっては、調理員を置かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（職員） （職員） 

第３１条 小規模保育事業B型を行う事業所（以下「小規模保育事業

所B型」という。）には、保育士その他保育に従事する職員として

市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」と

いう。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、

調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第１６条第１

項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型

にあっては、調理員を置かないことができる。 

第３１条 小規模保育事業B型を行う事業所（以下「小規模保育事業

所B型」という。）には、保育士（認定地方公共団体の区域内にあ

る小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）その

他保育に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次

項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置か

なければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保
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育事業所B型又は第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を

搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないこと

ができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） （保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び

調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託

する保育所型事業所内保育事業所又は第１６条第１項の規定によ

り搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあ

っては、調理員を置かないことができる。 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士（認定地方公

共団体の区域内にある保育所型事業所内保育事業所Ａ型にあって

は、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育

士。次項において同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなければな

らない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保

育事業所又は第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬

入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かな

いことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９人以下のものに限

る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行

う事業所（以下この条において「小規模型事業所内保育事業所」

という。）には、保育士その他保育に従事する職員として市長が

行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修

を含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」とい

う。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調

理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第１６

条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９人以下のものに限

る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行

う事業所（以下この条において「小規模型事業所内保育事業所」

という。）には、保育士（認定地方公共団体の区域内にある小規

模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）その

他保育に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次

項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置か
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所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。 なければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型

事業所内保育事業所又は第１６条第１項の規定により搬入施設か

ら食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理

員を置かないことができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

丹波篠山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第３条関係） 

現行 改正案 

（職員） （職員） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２条の２２

第１項の中核市の長が行う研修を修了したもの（放課後児童支援

員の業務に従事することとなった日から起算して２年を経過する

日までに当該研修を修了することを予定している者を含む。）で

なければならない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２条の２２

第１項の中核市の長が行う研修を修了したもの（放課後児童支援

員の業務に従事することとなった日から起算して２年を経過する

日までに当該研修を修了することを予定している者を含む。）で

なければならない。 

(1) 保育士の資格を有する者 (1) 保育士（法第１８条の２７第１項に規定する認定地方公共団

体の区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育

士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に
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規定する地域限定保育士）の資格を有する者 

(2)～(10) （略） (2)～(10) （略） 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法

第３３条の１０各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法

第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身

に有害な影響を与える行為をしてはならない。 
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